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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和４年度（2022年度）第２回 枚方市介護保険施設等整備審議会 

開 催 日 時 令和５年（2023年）２月８日（水） 午後２時 00分～午後４時 15分 

開 催 場 所 市役所第３分館（旧枚方市市民会館）第３会議室 

出 席 者 
秦会長、田邊副会長、今西委員、中村委員、平方委員、政谷委員、宮原委

員、室田委員 

欠 席 者 なし 

案  件  名 

（１）令和４年度（2022年度）特定施設入居者生活介護整備事業候補者の

選定 

（２）令和４年度（2022年度）地域密着型サービス整備事業候補者の選 

   定 

（３）その他 

提出された資料等の 

名 称 

資 料 １：令和４年度（2022年度）第２回枚方市介護保険施設等整備審議

会について 

資 料 ２：ヒアリング聴取項目メモ 

参考資料１：令和４年度介護保険施設等の整備にかかる事業者応募状況 

参考資料２：ひらかた高齢者保健福祉計画21（第８期）に基づく介護保険施

設等の整備状況 

決  定  事  項 

令和４年度（2022 年度）特定施設入居者生活介護整備事業候補者を選定

令和４年度（2022 年度）地域密着型サービス整備事業候補者の不採択を

決定 

会議の公開、非公開の

別及び非公開の理由 

非公開：枚方市情報公開条例第５条第６号に規定する非公開情報が含まれ

る事項について審議、報告するため。 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理

由 

会議非公開理由と同様の理由で当面は非公表であるが、枚方市審議会等の

会議の公開等に関する規程第７条第３項の規定により、整備事業候補者決

定の後に公表する。ただし、枚方市情報公開条例第５条第３号に規定する

非公開情報が含まれる事項については非公表とする。 

傍 聴 者 の 数      －   

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
健康福祉部 健康寿命推進室 長寿・介護保険課 
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審議内容 

発   言   者 発言の趣旨 

会      長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会      長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

それでは、ただ今から令和４年度第２回枚方市介護保険施設等整備審議会

を開催いたします。本日はご多忙の折、ご出席くださいまして誠にありがと

うございます。 

まずは事務局より出席状況の報告などをお願いします。 

 

本日の出席委員数は８名で、当審議会の委員定数８名の過半数に達してお

りますので、枚方市附属機関条例第５条第２項の規定により、本審議会は成

立しておりますことをご報告いたします。 

 

続きまして、本日お配りしている資料について、ご確認をお願いします。 

  

≪事務局資料確認≫ 

 

次に、参考資料１「令和４年度 介護保険施設等の整備にかかる事業者応

募状況」をご覧いただけますでしょうか。 

前回の審議会で皆様にご審議いただいた募集要項に基づき公募を行った結

果、記載のとおり事業者より申込みがありました。 

まず、①特定施設入居者生活介護ですが、市内全域で５０床の整備を計画・

募集したところ、２法人より計５５床の提案がございました。 

続きまして、②地域密着型特定施設入居者生活介護は、第１１圏域におい

て１法人より新設での整備提案がございました。 

その他については応募がありませんでした。 

本日は、以上３件の整備提案についてご審議いただきたいと思います。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

 

それでは、案件に移りたいと思います。 

案件１ 令和４年度特定施設入居者生活介護整備事業候補者の選定と、 

案件２ 令和４年度地域密着型サービス整備事業候補者の選定についてで

す。 

選定にあたり、事業者から、提案のあった事業計画について直接お聞きす

るわけですが、本日の流れについて事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、本日の流れについてご説明させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、事前に事業提案をご確

認いただきまして、ありがとうございました。また、ご確認いただくにあた

り、事務局で事前に提案のあった法人との利害関係の有無を確認させていた
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会      長 

 

 

 

 

 

会      長 

 

 

 

会      長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だいたところ、どなたもありませんでしたので、その旨、ご報告させていた

だきます。 

 では、資料１をご覧ください。 

 本日は、各サービスについて、申し込みのあった法人へヒアリングを実施

します。 

 このあと、２時 15分まで、ヒアリングで聴取する内容につきまして、ご確

認いただきます。 

その後、申請受付順に、事業者ヒアリングを行っていきます。 

申請１件につき 15分程度のヒアリングを予定しておりまして、３時に終了

を予定しています。 

すべてのヒアリング終了後、採点結果の確認画面をセットするお時間をい

ただくため、一旦休憩を予定しております。 

そののち、点数の確認をしていただく運びとなっております。 

皆様方のお手元には、採点表をご用意しておりますので、ヒアリングを行

いながら、ご記入いただければと思います。 

それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

それでは、ただいまから２時 15分までの間、本日のヒアリング聴取項目に

ついて確認していきたいと思います。１提案 15分間という限られた時間での

ヒアリングとなりますので、よろしくお願いします。 

 

≪事業者に対する聴取内容を確認≫ 

 

前回と同様に、順番に聞いていくということでよろしいでしょうか。 

 

≪意見等なし≫ 

 

それでは、順番にご質問いただきますよう、お願いいたします。 

その他、事務局から確認事項等はありますか。 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業提案ですが、事務局より法人に

対し、１点確認させていただきたい内容がございます。 

当該法人の提案は、新規開設施設のため、事前に整備予定地域への説明を

お願いしており、申込みの際には、事前説明の状況に関する記録の提出を受

けています。 

ところが、１月下旬頃、市議会議員を通じて予定地の近隣住民より事務局

へ連絡があり、当該法人から事業の説明を受けていないと聞きました。 

委員の皆様のご承諾が得られれば、15分間のヒアリング終了後、別途お時

間をいただき、事務局より当該法人に対し、整備予定地域の事前説明の状況

について、確認させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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会      長 

 

 

 

会      長 

 

 

会      長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

ただいまの事務局からの提案について、ご異議ございませんでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございます。では、各委員からのヒアリング終了後、事務局よ

り確認をお願いします。 

 

それでは、最初の事業者に入室していただくよう、事務局から声を掛けてくだ

さい。 

 

それでは、事業者に入室していただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

≪特定施設入居者生活介護整備事業 事業者① 入室≫ 

 

それではただいまから、ヒアリングを実施します。入室された方は順番に、

事業者名、所属、氏名を述べてください。 

 

≪事業者①の出席者、自己紹介≫ 

 

ヒアリング実施時間は 15 分程度ですので、簡潔にお答えいただきますよ

う、お願いいたします。 

それでは、秦会長よろしくお願いいたします。 

 

枚方市の介護保険事業計画について、今回の提案への反映はどのようにお

考えでしょうか。 

 

高齢者の数が増えてくる中で、私たちは枚方市で既にたくさんの事業をし

ていますが、まだまだ介護のニーズは高いと思っておりまして、実際、サー

ビス付き高齢者向け住宅に入っておられる方も段々と状態が悪くなってしま

って、他の有料老人ホームなどに移られる方も多いので、そういった方を住

み慣れたところで最期までお世話ができたらと思いまして、今回応募させて

いただきました。 

 

周辺地域の他の医療機関や介護施設、福祉施設、行政との連携については、

具体的にどのように取り組まれる予定でしょうか。 

 

基本的には佐藤病院が急性期病院ですので、そちらと連携をとらせていた

だきながら、近くですと公済病院などもありますので、そちらにもお世話に
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会      長 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ① 

 

会      長 

 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

会      長 

 

 

なりながら適宜連携をとっていきたいと考えております。 

 

ヒヤリハットや事故防止対策が全てデータベース化されておられるという

ことで、すべての職員が共有しているとありますが、全ての職員がこのデー

タベースにアクセスできる権限をもっておられるということでしょうか。 

 

データは、会議資料として法人の会議などで閲覧できるようになっていま

すが、施設では、施設連絡会議であったり、リスクマネジメント会議で議事

録とデータを全職員が閲覧できるように取り組んでいます。 

 

感染症対策に対して ICT（感染対策チーム）が設けられていますが、実際

に当該施設への職員や入居者への関わりはどのようなものなのでしょうか。 

 

関わりというのは、実際にコロナにかかった方でしょうか。 

 

そうですね、ICT、インフェクションコントロールチームが中心となって職

員と入居者が力を合わせ感染拡大の防止に全力を注いでいくということでお

伺いしておりますけれども、具体的にはどのようなサポートがあるのでしょ

うか。 

 

事業所において、たとえばご利用者や職員に発熱があるとか、症状があっ

た場合には、すぐに事業所の方から ICTと連携をとってどのように対応する

のが感染防止となるかという点について連携をとっております。 

 

高齢者虐待に関しては、介護研修ももちろん大事だと思いますし、倫理面

や人権に関する研修も大切と思われますが、その点どのようにお考えですか。 

 

合同の勉強会を毎年やっておりまして、法令遵守であったり高齢者虐待、

差別などについて盛り込んだ勉強会は実施しております。 

 

ワークライフバランスを大切にするために、具体的にどのような取り組み

をなされているのでしょうか。 

 

職員でも小さなお子さんがいたり、急に家族が病気になってしまって勤務

ができなくなった時などお互い助け合って、気兼ねなく勤務調整できるよう

な関係性はもつようにしています。 

 

個人情報保護について、しっかりとした規定を設けておられるのは確認さ

せていただきましたが、プライバシーの尊重については、どのように考えて

いますか。 
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事 業 者 ① 

 

 

 

会      長 

 

 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

会      長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

 

 

会      長 

 

事 業 者 ① 

 

会      長 

 

事 業 者 ① 

 

 

広報誌の作成や、SNSでインスタグラムなどもさせていただいていますが、

掲載する際は必ずご利用者も職員であっても同意を得てから載せています

し、そのあたりの配慮はさせていただいております。 

 

たとえばお部屋が職員からすぐ全部見えるということは、安全確認の上で

は大切なのかもしれませんが、プライバシーの尊重というところでいうとあ

まり望ましくないのかもしれません。 

防犯カメラを 24時間設置されていると書かれてありましたけれども、ご利

用者のご了解などは取られておりますでしょうか。 

 

 居室には防犯カメラは設置していなくて、各通用口や廊下など、外部から

の出入りが確認できるところに設置しています。なので個人のプライバシー

に関わるようなところには設置していません。 

 

建物のことですが、大きな L 字型の施設のようですので、横移動の距離が

一定あるのかなと思われますが、その点どのように考えておられるでしょう

か。 

それと、食堂が１階にありますが、食事の際は１階へ移動していただくと

いうことになるのかということ。 

３点目は、機械浴が１階にあるデイサービスとショートステイとの共用の

みですが、それぞれのサービスに支障はありませんか。あるいは２階浴室の

改修は検討されていますか。 

 

いまのところは各サービスで共用して使える状況になっていると考えてい

ます。 

２階の浴室は、別で昇降する台を設置することで介護が必要な方も入浴で

きるような構造になっています。食事の件も１階で食べられる方は今も皆さ

ん１階で食べておられるのでそのまま継続していただいてよいかと思ってい

ますが、特定施設になった場合は、２階の共用フロアがありますので、そこ

で食事をとられる方も出てくるかなと考えています。 

 

談話室のスペースのことですよね。 

 

そうです。 

 

スペース的にはどうしても一部の入居者ということになりますよね。 

 

２か所合わせれば、全員の方でも可能かなと考えていますが、狭いなどの

お声があがるようであれば改修も考えないといけないかと思っております。 
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会      長 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

会      長 

 

事 業 者 ① 

 

会      長 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

委      員 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

委      員 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

委      員 

 

 

 

 

 

 

個人的にはエレベーターを使っての縦移動よりも横移動の方が大変な場合

もあるのかなと思っておりますが、その辺りいかがでしょうか。 

 

車いすのご利用者であったり、自立歩行できる方でだいぶ変わってくるの

かなと思いますが、特に支障はあまり感じないのかなと思っております。 

 

今後もという意味でしょうか。 

 

そうですね。 

  

利用者からの意見の反映という部分ですけれども、たとえばアンケートを

なかなか記入できない利用者や家族に対して、今後どのような工夫が必要だ

と思われますか。 

 

必要に応じて職員が聞き取りをさせていただいたり、ご家族にお話をきか

せてもらって、極力ご本人のご意見が反映できるようにとは思っております。 

 

事業計画書の中に、運営方針について今後はより重度の入所者も受け入れ

ができるようになるためにとありますが、ここ数年の中で要介護度がどのよ

うに推移するという風に見込んでおられるでしょうか。 

 

現状では、サービス付き高齢者向け住宅ということで、平均でいうと大体、

要介護度１前後という状況なんですけれども、やはり運営していく中で要介

護度３ないしは４になってくると、現状ではサービス付き高齢者向け住宅で

の生活が難しくなってくるので、今年に入って 90歳になられた方もたくさん

おられますので、今後要介護３，４の方は増えてくるかなと考えています。 

 

その割合で言いますと、どのくらいという風に言えるのでしょうか。 

 

現状はサービス付き高齢者向け住宅ですので、要支援の方が多いですけど

も、大体 20～30パーセントぐらいの方が今後、要介護度３などになってくる

のかと考えています。 

 

これからの看取りについてもということで、資料も見させていただいて、

しっかりした資料を作っておられるなと思ったんですけども、現状で、この

施設で看取りを行っていらっしゃるのでしょうか。それと今後について看取

りを行っていかれるのか、それとも佐藤病院という大きな母体をお持ちです

ので、そこへ連携していくということを看取りという風におっしゃっている

のか、どちらですか。 
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事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

委      員 

 

 

事 業 者 ① 

 

委      員 

 

 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

委      員 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

委      員 

 

 

 

 

 

 

 

ご夫婦で入居された方がおられまして、奥様が終末期にあられる方で、そ

の方を訪問看護と協力して最期まで看取りをしたという経験はあります。       

もちろん有料老人ホームになれば、基本は在宅医療になると思いますので、

そこと連携しながら、ご家族の意向でそのまま病院に入院されるのか施設で

最期までというところは色々話しながら決めていきたいとは思っています。 

 

利用者がご希望されれば、施設でしっかり看取りますという、そういう心

づもりということでしょうか。 

 

はい。 

 

これから要介護率が上がっていくと、看取りも積極的に受け付けていくと

いうことですが、人材の確保について、無資格の方であっても積極的に受け

入れて雇用して、施設内の教育プログラムの中で専門性を上げていくという

ことですけれども、これから有資格者の割合とかですね、教育など今までと

随分と違ってくると思いますが、その点どのように考えておられますか。 

 

いま実際のところ、美郷会の介護職員の介護福祉士率もかなり高いので、

全く未経験の方も介護福祉士をとって入職した方も同じような感じで教育プ

ログラムがありまして、その中で看取りであったりとか、色んなレベル分け

されたところを、同じように５年かけての教育プログラムを用意しています

ので、そこで学んでもらうという感じです。 

 

要介護度が上がってくるのは喫緊のことなのかなと、先ほどのお話では思

ったんですけれども、５年かけてのスケジュールで間に合うということでし

ょうか。 

 

今のお話は新入職員の場合でして、今既に介護福祉士の割合が８割近いと

思うんです。充分経験のある職員ばかりですので、既存の特養とか有料老人

ホームでもちろん看取りも何でも経験していますので、そのあたりは問題な

いかなと考えております。 

 

わかりました。それから先ほどの会長のお話とも関連するんですけども、

見取図を見させていただきまして、職員の方の拠点となる位置、事務室とか

仮眠室やスタッフルームなどが１階になっていると思います。２階、３階に

スタッフの拠点になるところがありませんが、これから要介護度も上がって

いきますと、入所者の状況も変わってきますという中で、レイアウト変更な

ど、そういったことについて職員の方の意見を聞いておられるかとか、実際、

今困っておられないかとか、今後の見通しについてお聞かせください。 
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事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

 

 

委      員 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

 

委      員 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

委      員 

 

事 業 者 ① 

 

委      員 

 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

 

 

今はサービス付き高齢者向け住宅ですので、もしコールがあっても PHSが

鳴りますので、どこにいてもすぐ駆けつけれる形にはなってます。介護付き

有料老人ホームになった場合は基本この談話コーナーの辺りに職員がいると

は思うんです。おっしゃるように詰所のような場所がないので、そこは必要

性に応じて改修は必要かなとは考えているんですけれども、特定施設の定員

数にもよるかなと思いますので、そこは運営しながら考えていきたいと考え

ています。 

 

特定施設の指定を受けられることで、今の入所者の部屋の移動とか、そう

いったあたり同意が得られるかとか、今から何らかの働きかけをされている

とか、そういった希望があるかとかそのあたりを教えてください。 

 

今のところ２階部分を特定施設としていこうと考えています。その中で現

状、サービス付き高齢者向け住宅としてご入居中の方が、今後ご退去される

方とかも出てくる場合もありますので、徐々に２階部分は介護を要する方が

ご利用いただけるように考えており、その辺もご理解いただけるようご家族

へ説明していけたらと考えています。 

 

満足度調査というのを年１回以上されているということですが、直近の調

査で、色んな項目があると思いますが、トータル的に何パーセントぐらい満

足されているか教えてください。 

 

直近で言いますと、昨年冬に実施させていただいて、それぞれ項目があっ

て点数にバラツキはあるんですけれども、大体平均でいうと５点満点中４.

０前後です。 

 

80点ぐらいあるということですね。 

 

そうですね。 

 

災害時の避難場所について、避難先は指定された小学校だと明記されてい

たんですが、避難場所として指定されているのであって、避難場所の運営は

その小学校区ごとにある自主防災会が運営しているのですが、そちらとの連

携は取っておられますでしょうか。 

 

自治会の方とは常に連携はとっていますが、比較的安全な場所に建ってお

りますので、今私たちの建物から利用者をどこかへ避難するということはあ

まり想定していないです。  

近くの菅原東小学校が避難場所になっていますので、そこと連携をとりな
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事 業 者 ① 

 

 

 

事 務 局 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会      長 

 

 

がらと考えております。 

 

菅原東小学校は今、教室が足りないぐらい児童数も多くて人口の多い校区

なんですよね。もし施設内から避難するとなったら小学校ですよね。その小

学校ごとにどこまで自主防災会がそのシステムを作っているか温度差がある

と思うんですが、どこの地区の人は管理棟の中のどこというように割り振っ

ている自主防災会もあるので、施設の方がまとまってきたらやっぱりパニッ

ク状態にもなると思いますので、そういう時は１階の端で落ち着いてもらう

とか指定している場合もあるし何も準備もしてない場合もあるので、お声を

あげていただかないとそこまでの具体案は出てこないと思いますので、ぜひ

連携を一度とっていただけたらなと思います。小学校に避難してきて、これ

は難しいと思われたら、枚方市は福祉避難所としてラポールと東部では福祉

センターが指定されているので、そこへの移動手段なども個別に考えていか

ないと難しいのではないかと思うので、是非ひとつ検討に加えて頂けたらと

思います。 

 

 私たちのところでも１週間分を目安に水とか食料を置いていますので、う

ちの施設に来られるパターンもあるのかなと考えておりますので、その点を

また地域の方とも連携をとりながら進めていきたいと考えております。 

 

これをもちまして、ヒアリングを終了します。 

事業者の方はご退室ください。ありがとうございました。 

 

それでは、続いての事業者に入室していただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 

≪特定施設入居者生活介護整備事業 事業者② 入室≫ 

 

それではただいまから、ヒアリングを実施します。入室された方は順番に、

事業者名、所属、氏名を述べてください。 

 

≪事業者②の出席者、自己紹介≫ 

 

ヒアリング実施時間は 15 分程度ですので、簡潔にお答えいただきますよ

う、お願いいたします。 

それでは、秦会長よろしくお願いいたします。 

 

これまで色々な事業を経験されて、書類なども十分に整理されておられて、

職員に対しても様々な仕組みが設けられていて素晴らしいなと思いました。

ただ、情報量がそれなりにあるので、一人一人の職員が十分に消化できてい
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事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

 

 

会      長 

 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

会      長 

 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

るのか気になりましたが、その点いかがでしょうか。 

 

たくさん研修であったりとか、社内での規定などを作るっていうのが必要

なことだということでやらせていただいているんですけど、確かに今おっし

ゃっていただいたようにそれにはたくさんの人手がいるというところで、招

提の施設におきましては、施設長をはじめ、各委員会を常勤スタッフで担当

分けをして、その総括を施設長がさせていただいています。 

また、この秋からは副施設長も設けましてスタッフ強化で研修などの数を

しっかりこなしていこうと取り組んでいます。 

 

個人情報の保護規定等しっかりと整備されておられるんですが、それとは

別にプライバシーの尊重とか配慮とか、そのあたりはどのようにお考えでし

ょうか。 

 

もともと招提の施設は対面するお部屋がなくて、施設が回路型になってお

ります。向かい合う部屋がないというところにおきましては、扉を開けた時

にプライバシーの部分であったりとか、トイレもカーテントイレではなくて

扉を設けるトイレですので、当然のことですが、スタッフがお邪魔させてい

ただく際にも入室のノック、トイレの入室のノックも含めまして、しっかり

プライバシーの確保は保って進めていきたいと思っております。 

 

回路式になっているのはそういう風な意味があったんですね。 

職員の有給休暇の取得率は、どの程度でしょうか。 

 

常勤スタッフ、パートスタッフ合わせまして、100パーセント消化してお

ります。 

また、２年経過する有休は必ずその年度内に残留することなく消化してい

ただくよう努めており、月２回程度は有休休暇をとってくださいという話も

させていただいております。 

 

職員体制上、実際に難しい問題もあるかと思いますし、老健施設とは違う

こともわかっていますが、機能訓練的な要素、あるいは重度化防止に向けた

取り組みについては、今後どのように考えておられますでしょうか。 

 

資料にも書かせていただいているとおりですが、65床の施設中 60床がす

でに特定施設、介護付き有料老人ホームでして、今回は５床の申請ですが、

なるべくその５床の方も一緒になりまして、弊社の訪問看護ステーションの

理学療法士や作業療法士に空いた時間に必ず来ていただきまして、週に１回

から２回程度施設の真ん中にある広場の部分を使いまして、集合体操や理学

療法士が考えたコミュニケーションのできるリハビリをして、皆さんに身体
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会      長 

 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

 

 

委      員 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

委      員 

 

 

委      員 

 

 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

委      員 

 

を動かす時間を作っていただいたり、暖かくなりましたら、はなまる招提に

は花壇がございますので、そこで土いじりをしていただきながら日光浴をす

るというようなことを心掛けてやらせていただいております。 

 

制度的な話になりますが、現在ご入居中の方とか、今後ご入居される予定

の方が、特定施設入居者生活介護の利用を望まれなかった場合、どのように

対応される予定でしょうか。 

 

弊社には星田に住宅型有料老人ホームがございます。 

また、山之上の方にも一部、５床程度ですけど入居できるサービス付き高

齢者向け住宅がございますので、介護付きではなく住宅型もしくはサービス

付き高齢者向け住宅ということでありましたら、弊社の施設をご案内できま

すし、20年枚方でお仕事をさせていただいておりますので、私の知り合いの

ところにマッチングするような施設がございましたら、地域包括支援センタ

ーにも相談しながら、ご紹介、ご案内したいという風に考えております。 

 

施設の建物について、喫煙室が毎フロアにあるんですけれども、これはど

なたがお使いになる喫煙室なんでしょうか。 

 

図面表記にはございますが、喫煙室はもうすでに使用しておりません。開

設時の図面で申し訳ありませんが、喫煙室となっておりますがご利用者も、

スタッフも全館全面禁煙とさせていただいておりますので、現在使用はござ

いません。 

 

安心いたしました。いい環境の中で皆さんお過ごしということで承知いた

しました。 

 

事業計画書②の「日常的な地域の関係機関との連携」の中で、ひらかた介

護向上委員会と連携してイベントや研修会を開催されているということで、

非常に興味深い研修会の状況がずっと挙げられていますが、これは何年間分

のものを記載されているのですか。 

 

今現在はご承知のとおりコロナ禍ということで集団的な研修ができないの

ですが、以前は、１年に１回もしくは２回程度の開催をさせていただいてお

りまして、確か初年度は２回させていただいたと思うんですけども、２年目

以降は必ず１回はしようということで、メセナ枚方やラポール枚方でやらせ

ていただいておりました。 

 

「まちカフェ」が入居者の方々にとっては、地域住民としての実感ができ

ていると記載されていますが、コロナ禍で休止していた時はどのようにして
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委      員 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

委      員 

 

委      員 

 

 

事 業 者 ② 

 

 

 

「地域共生社会」を実現されていましたか。 

 

おっしゃる通り、コロナの影響は施設にとって多大なものでして、まちカ

フェというのは招提の売りでした。１階の共用部分にテラスと隣接したカフ

ェ部分がありまして、１階ということもあって地域の方が覗いていただくこ

とも多かったのですが、現在は館内の入室を家族のみに制限させていただい

ております。冬の時期はやっておりませんが、屋外にあるテラスを利用して、

発症者数、陽性者者数が少なくなった時には、短い時間の交流をさせていた

だいておりました。周りに庭木を植えているんですけども、庭木の手入れを

地域の方が３名から４名、連絡をとりながら１週間に１回から２回来ていた

だいています。その時には必ずお越しいただいた時とお帰りの時には、私た

ちがお茶菓子を出すんですけど、そのお茶菓子を食べられるタイミングで入

居者にお外に出て頂いて、花や木のお話をしていただく、マスクをしながら

ですが屋外でのみ接触をしていただいておりました。 

 

そういった機会が多分にあるということですね。 

 

はい、そうです。今後は期待しております。 

 

災害時の避難場所について、避難先は指定された小学校だと思いますが、

その地域の自主防災会との連携はお取りになっておりますでしょうか。 

 

私どもの施設は、地図にある通りですが、小学校と中学校のすぐ横にござ

います。その兼合いもありまして、前が大きな団地ということもありまして、

自治会の方々とも仲良く懇意にさせていただいております。私たちから声を

かけさせていただく時もあるんですけども、地域の方、民生委員の方、自治

会の方々が私どもの施設に、以前はお立ち寄りいただいて、地域防災の取り

組みを教えていただいたり、私たちの防災訓練に参加いただくこともござい

ました。私たちの備蓄品であったり、生活備品を、自治会の方に提示させて

いただいて、連携、連動しようと努力しております。 

 

安心いたしました。今後も連携をとっていただけたらと思います。 

 

まちカフェは、今コロナでお休みとお聞きしましたが、以前は地域の方々

はどれくらい参加されていましたか。 

 

一番多い時で、１カ月に 80人ご参加いただいたことがあります。週に１回

の開催で、その時は庭木のベランダの土の入れ替えをしていただきました。

きっかけは、自治会の年末の大掃除を一緒にさせていただいた時、地域の担

当の方から声をかけていただいて、非常にたくさんの方が手伝いにきてくだ
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会      長 
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事 務 局 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会      長 

 

 

事 業 者 ① 

さり、1か月で 80人ご参加いただきました。平均でいいますと、月に 10人

程度です。 

 

それでは、２分ほど残っていますので、最後にご代表の想いとかお話くだ

さい。 

 

資料にも記載のとおり、全室で 65床あるうちの 60床が介護付きとなって

います。残り５床の方が今現在までお過ごしいただいている状態です。要介

護度が３から５の方が多くなってきておりますので、介護度を含めて考えま

すと、外部サービスの利用というよりも、館内でのサービスを心地よく過ご

していただくために介護付きへの移行ということでご相談を差し上げまし

た。中にはご家族の方から１階が住宅型にしておりますので、２階のお部屋

に譲ってほしいという方もいらっしゃったんですが、制度上は満室である限

り難しいという風に話をさせてただいておりましたので、是非、この度に残

り５床を介護付き有料老人ホームに転換できれば、より総合的な介護ができ

るようになると考えております。60床と５床では人、サービス自体の区分け

もしないといけないですし、スタッフも入居者も一体的に生活ができるとい

う風に考えておりますのでご考慮いただきますようお願いいたします。 

 

これをもちまして、ヒアリングを終了します。 

事業者の方はご退室ください。ありがとうございました。 

 

それでは、続いての事業者に入室していただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 

≪地域密着型サービス整備事業 事業者① 入室≫ 

 

それではただいまから、ヒアリングを実施します。入室された方は順番に、

事業者名、所属、氏名を述べてください。 

 

≪事業者① 出席者の自己紹介≫ 

 

ヒアリング実施時間は 15 分程度ですので、簡潔にお答えいただきますよ

う、お願いいたします。 

それでは、秦会長よろしくお願いいたします。 

 

枚方市の第８期介護保険事業計画を踏まえていただいたうえで、この事業

を実施する理由について改めてご説明お願いいたします。 

 

すでにグループ会社において特定施設メディメゾン東月を運営させていた
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会 長 

 

 

 

事 業 者 ① 

 

 

委      員 

 

 

 

 

 

 

だいております。この度、医療法人松徳会でなぜ特定施設に手を挙げたかと

いうところのお話をさせていただければと思います。グループ会社が運営し

ている特定施設は、松谷病院の隣に隣接している特定施設です。今回計画し

ている土地につきましては、普通の住宅地の中ということで、我が医療法人

の病院とかグループの医療機関が近くにないので、医療法人がやっていると

いう方がご利用者に分かりやすいかなという点と、我々が運営している老健

ふじさかからも非常に近いので、老健ふじさかを退所された方がスムーズに

入りやすく、ニーズがあるのではないかということで今回手を挙げさせてい

ただきました。 

 

事業計画書④の中に ICTの積極的な活用によって事務の簡素化、効率化を

図っていきたいということが述べられていましたが、具体的にはどのような

お考えでしょうか。 

 

まず、介護の記録などを手書きで行っていることが多いと思いますが、で

きるだけ ITやソフトを使って入力することで、様々な職種の人が共有できる

のではないかと思い、そういうソフトの導入を考えております。 

 

事業計画書⑦ですけれども、利用者、家族の意見を反映させる仕組みとし

て、懇談会の開催やアンケート、意見箱の設置なども考えられると思います

が、そのあたりは予定されていますでしょうか。 

 

運営懇談会につきましては、年１回開催するという運営規程でさせていた

だく予定です。意見箱も事務所前もしくは利用者のおられるフロアで気軽に

意見を入れていただける場所に設置をする予定にしております。 

 

平面図では機能訓練室を設けられていますが、昨今、特に大切だと言われ

ている重度化防止のための取り組みについて、何か考えておられることがあ

れば教えてください。 

 

老健ふじさかなどから理学療法士を派遣して、積極的なリハビリをさせて

いただく予定にはしております。 

 

先ほどこの事業を実施される理由ということで、既存の老健の近くからの

利用者のニーズがあるかもしれないということでしたが、貴法人として初め

て地域密着型サービスをされると思うんですけど、地域密着型特定施設とい

うのは枚方市内でも初めてのものになると思うんです。そのような時にこれ

からはじめようとされる事業について他の施設、枚方市外になると思うんで

すけども、どういう風に差別化を、貴施設らしさをどこに作っていこうとか、

特徴をどのようにしようなど、どのように考えておられるのかお伺いします。 
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事 業 者 ① 

 

私どもはすでにグループ会社で特定施設をさせていただいており、介護付

きに入りたいというご相談の中で一番話があるのが、お家賃とか値段設定の

問題でして、今回特定施設にしては低めの値段設定が可能な計画を立てるこ

とができました。藤阪辺りで介護付き有料老人ホームに入りたいけれどもメ

ディメゾン東月はお値段が高くて、入れないというお声をよく聞くので、そ

のニーズに合うと思いますし、サービスといたしましては、医療法人がグル

ープということで医療の連携もきっちりさせていただくというところで、本

当に極々身近なところで皆さまが入りやすい施設を目指しております。 

 

色々な思いを持っていらっしゃると思うのですけれども、いただいた応募

書類の中ではそういったところが、読み込めなかったものですからこの場で

お話いただきたいなと思いました。 

 

お答えいたします。的を得たお答えになるかわかりませんが、どっちかと

いうと私はもともと胸部外科の医者で、肺の手術ばかりやっていたんです。  

開業施設が療養病床の世間のニーズに合ったものをということで、療養病

床を軸に動かしています。この時期になぜこういうことを考えたかと言いま

すと、2025年、2040年と時代が流れていく中で、ただ単にご機嫌良くなって

もらうだけでなく、今求められている日本の体制から見た時に、やはり介護

施設でもそれなりの特徴を持たして、サービスの提供はリハビリをやる、そ

ういうのではなしにもう一歩踏み込んだ 2040年に向けて対応できるような

構えをしないといけないかなと考えています。2040年に向けて、頑張ろうで

はないかと、そういう風なことを考えた時に選択肢というのはそれなりに考

えていくべきだと思ったので、色々考えて、もう施設を色々持って今更何を

するんだと自問自答するようなことがあって、今後の高齢者は何を求めてい

くのか、一歩踏み込んだ形で、過去の経験を基にして、例えば、認知症とか

あるいは、それ以上を求めていくようなことから 2040年に向かっていくのか

なと。色んな選択肢の中で動いてきたわけで、思い付きと言われれば思い付

きかもわからないですけども、求められる以上、求められる介護を目指して

頑張っていきたいなと思っています。 

 

事業計画書の中に、マニュアルを参照と書かれているところが非常に多く

て、そのマニュアルについてお聞きしたいのですけども。 

まず、災害事故発生時の対応策で防災マニュアル参照というのがあります。

防災マニュアルをお付けいただいていますが、作成者や作成日が黒塗りにな

っていて、恐らく中身は名前が書いてあるのかなと思いますが、この黒塗り

はなぜこういう風になっているのでしょうか。 

 

 こちらのマニュアルは医療法人松徳会ではなく、もう一つあるグループの
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株式会社コンフォートで使っているものを引用してきましたので、あえて黒

く消させていただいています。 

 

 それから同じことで感染症予防マニュアルについては、作成者とか作成者

がないのですが、これもそうすると、この施設で今後こういう形でやってい

こうということで、他の施設ですでに使っておられるものという理解でしょ

うか。 

改訂日などもないのですが、こういうマニュアルはどんどんアップデート

していかないといけないと思いますが、そういう改訂はされておられますか。 

 

改訂は必要に応じてさせていただいております。 

今回計画している施設については改訂がもう少し必要かと思われますの

で、採択されれば、また改訂を行っていかないといけないという認識はあり

ます。 

 

個人情報取扱マニュアルの中に個人情報管理委員会というのがありますけ

ども、これは具体的にどういう風に作られているのでしょうか。 

 

定期的にというよりも、新しい職員が入ってきた時に研修を兼ねて個人情

報の取り扱いについて周知するため、会議の中で新人も入っていただいてお

話させていただいています。 

 

管理委員会ですので、委員会というと理事長が長になって、職員の方が何

人か入って、そこで個人情報を管理してそのマニュアルを作ったり、あるい

は研修の計画を立てたり、実際に研修したりというようなことをその委員会

が中心となってやるというイメージなんですが、そういうイメージでよろし

いのでしょうか。 

 

今回、医療法人で運営するということで、病院、老健等と連携しないとい

けないところがありますので、そこはまた構築していきたいと思います。 

 

あと、各マニュアルの職員全体への周知方法は、どのようにされているの

でしょうか 

 

各事業所の所長にメールで送付して、周知徹底をしております。 

 

事業計画書の③について、虐待防止について簡潔な書き方なのでもう一つ

理解ができないのですが、この点、身体拘束についてはマニュアルを作って

おられるみたいですけども、虐待防止についての考え方、取り組みについて

もう少し詳しく教えていただきたいです。 
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虐待防止については管理がすごく難しいところで、職員がわからないとこ

ろで行っているというところが非常に問題点ではあると思いますので、具体

的なマニュアルが作成できていないですけども、常日頃、主任であるとかス

タッフの声を聴いて、疑いがある場合につきましては早急に対応するという、

今やっていることのマニュアル化を早急に行おうとは思っております。 

 

私も介護保険が出来た時から、おおさか抑制のない高齢者ケア研究会を立

ち上げまして、十何年、二十年ぐらい会長をしていたんですけども、色んな

作業が混沌としてきましてその会は中座したような状態ですが、抑制研では

学会発表もして、データ取りながら全国区でもやりました。やっぱり抑制と

いう言葉は私たちのこの理念と実際にどういうことをやるかということで、

患者さんを逆さまに担いでみたり、その抑制によってどんな障害があるか、

そういう実際のデータを作ったりしながら、十五、六年は頑張ったんですけ

ども、それも会長不在のままで頓挫してしまって申し訳ないんですが、おっ

しゃられるように抑制というのはほんとに大きな社会問題であって、また個

人に対して与える影響は極めて重大だと思います。当時は、姿勢とか体位と

か飲み方食べ方を職員が全部やってみる、そういうところから始まっていっ

たような記憶があります。また機会があったらご報告させていただきたいと

思うのですが、一生懸命頑張っているつもりなのでよろしくご理解のほどお

願いいたします。 

 

私もこのおおさか抑制のない高齢者ケア研究会というのを拝見したので、

もともと不勉強で知らなかったんですが、インターネットで調べたりさせて

いただきました。研究成果を末端の一人ひとりの職員まで行き渡らせるとい

うのが大事かと思いますので、そういうところを具体的に方策を立てて行き

渡らせて欲しいと思います。虐待ってどうしても出てくる可能性があると思

いますので、メンタルチェックを定期的にされるということで、これはアン

ガーマネジメントとかいうことも言われますし、大事だと思われますが、是

非、それだけに留まらずにお願いしたいと思っております。 

 

貴重なアドバイスありがとうございました。先ほどもお話したんですが、

実体験をしてもらう、こういう形で抑制することによってどういう風な変化

が起きるか、これは自分で体験しないと見てるだけ、聞いてるだけではなら

ないので、そういうことをベースにしながら研究会をずっと十年近く、中座

さしてしまっているのは私で申し訳ないのですが、なかなか難しい分野で、

また皆さま方のご指導をいただいて頑張っていこうかと思っておりますので

よろしくお願いします。 

 

整備予定地域の中で、自治会が３つあるということで事前説明の状況を記
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会 長 

 

 

事 務 局 

 

載いただいておりますが、２つの自治会には 12月に説明了承済みのようです

が、あと１つの自治会への説明及び了承は完了いたしましたでしょうか。 

 

私が担当ではありませんが、一応説明はしているという報告は受けていま

す。 

 

やはり新設の場合は地域との接点が大事だと思いますので、最大限努力を

よろしくお願いいたします。 

 

今日お話しをお伺いして、お気持ちがこの資料から全然読み取れていなか

ったなという思いがして非常に残念に思いました。 

それを踏まえてご質問ですが、災害時の避難場所について、避難先は指定

された小学校という認識はおありだと思いますが、その地域の自主防災会と

避難方法など、連絡を取り合っておりますでしょうか。 

 

まだ具体的にそこの方とお会いしてというのはできておりませんが、この

お話が進むことになれば、早急にそういったところに参加させていただく予

定はしております。 

 

同じような質問になりますが、夜間など職員が少ない時に、火災が発生し

た場合、地元自治会が利用者の避難や見守り活動に協力していただくとあり

ますが、その辺もまだ話し合いにはなっていないということですね。 

 

実際のところ、老健ふじさかは結構近隣のご利用者が多くて、具体的にこ

の自治会のこの方と協力するというところまではいけていないですけども、

今回の土地をもっておられる地主の方が顔の広い方なので、その方を通じて

ご挨拶に回って、そういうところにも参加させていただこうと思っています。 

 

今頃こんな事を言うのもお恥ずかしい限りなんですけども、短期間に作っ

てきた様々なプランであり、準備なので、付け焼き刃という面もかなり残っ

ているし、今後時間がいただけるなら、期間を設定していついつまでにこう

するという風な形でご質問に回答していきたいと思っております。本当に短

期間で進めてきた事業で、どうぞお笑いくださったらいいかなと思うくらい

恥ずかしい思いをしています。以上です。 

 

ありがとうございます。ヒアリングは以上ですが、事務局から、他ござい

ますか。 

 

事務局から１点ご確認させていただきたいのですが、貴法人から本件整備

の申込をいただいた後、予定地の近隣住民の方から、事前説明を受けていな
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会 長 
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いと、事務局へ連絡があった次第です。 

申込みの際には、整備予定地域への事前説明をお願いしていますが、事前

説明の状況について、改めて具体的にお教えいただけますでしょうか。 

 

当法人が計画している事業という点では、周知が薄いのかなということで

地元住民の方に伝わっていないことが多いのかなと思われます。 

ご説明に窮しているところなんですけども、はっきりいって私らが直接行

ってコンセンサスを得たというようなものが取れてない面もあることは否め

ないと思うんです。それに関してのことは十分にお答え出来なくて申し訳な

いのですが、非常に重要なことなので、もし出来ることであれば早急に立ち

上げに際して十分な資料、あるいは同意と結果的にはコンセンサスが得られ

るようにしていこうと思うので、どうぞその辺ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

ありがとうございました。 

これをもちまして、ヒアリングを終了します。 

事業者の方はご退室ください。ありがとうございました。 

 

おつかれさまでした。 

それでは、10分ほど休憩を取りたいと思います。 

15時 32分から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

≪休憩（機器設営）≫ 

 

それでは審議を再開したいと思います。 

ただいまから委員の点数を確認していきますが、提出された事業計画につ

いて、事務局で確認した内容の説明をお願いします。 

 

≪事務局確認項目説明≫ 

 

ただいまの事務局からの説明に対してご質問等ございますでしょうか。 

 

制度的なことになりますが、特定施設入居者生活介護について、２つの事

業所とも「介護付き有料に移行したら」というご発言がありました。 

サービス付き高齢者向け住宅と介護付き有料とそれから特定施設の指定と

いうところで、今一度簡単に説明頂けたらと思いますがいかがでしょうか。 

 

特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる施設種別というのが

いくつかございまして、その中に一部の有料老人ホームやサービス付き高齢

者向け住宅が該当しています。 
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有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅がこの特定施設の指定を受

けると介護付きの有料老人ホームと名乗ることができまして、介護付きでな

い場合は一般的に住宅型と言われるようなものとなりますので、建物自体は

あくまで住まいとしての扱いとなり、介護サービスを受けようと思うと訪問

のヘルパーに個別に契約して来ていただいたり、外部のデイサービスに通っ

たりというようになります。 

この特定施設の指定を受けて介護付き有料老人ホームになりますと、その

施設の中で全部、介護職員の方などが、お風呂の介助であったりとか日頃の

レクリエーションなど、総合的に介護サービスが提供されます。 

 

特定施設入居者生活介護の利用は選択になるんでしょうか、それとも建物

全部が特定施設になった場合、2つ目の法人がおっしゃったように移動しな

いといけないという風になるんでしょうか。 

 

特定施設入居者生活介護のサービスを利用するかどうかは、あくまでご本

人のご意向に基づくものであるので、先ほどの説明では退去してもらうよう

な感じのご説明でしたけれども、それは望ましくないと考えています。 

 

他にご質問ございませんでしょうか。 

 

≪質問等なし≫ 

 

それではただいまから、点数の確認を行っていきたいと思います。 

特定施設入居者生活介護については、２事業者から事業提案をいただいて

いました。 

このあと、法人経理の分野について、専門の今西委員にご説明いただきま

すが、まず、お手元の採点表と相違がないか確認をお願いします。 

 

１つ目が、社会福祉法人美郷会で、50床の提案です。 

お手元の採点表と相違ないでしょうか。 

 

≪各委員が評価項目ごとに評価点数を確認≫ 

 

２つ目の提案は、有限会社はなまるで、５床の提案です。 

お手元の採点表と相違ないでしょうか。 

 

≪各委員が評価項目ごとに評価点数を確認≫ 

 

それでは、法人経理の分野について、今西委員にご説明いただきたいと思

います。 
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今西委員、よろしくお願いいたします。 

 

≪会計分野説明≫ 

 

今西委員、ありがとうございました。 

今西委員からのご説明及び本日のヒアリングを踏まえて、修正される項目

等はないでしょうか。 

 

≪各委員が評価項目ごとに評価点数を確認・修正≫ 

 

よろしいでしょうか。それでは、ここで、各事業提案の合計点数を確認し

たいと思いますので、事務局より説明をお願いします。 

 

現在のところ、社会福祉法人美郷会の提案は 520点、有限会社はなまるが

528.75点となっています。 

満点が 720点、基準点がその６割の 432点となっております。 

ですので、２事業者とも最低必要点は上回っております。 

 

ただいま、事務局から説明がありましたとおり、確認の結果、社会福祉法

人美郷会 520点、有限会社はなまる 528.75点となっていますが、いかがでし

ょうか。 

 

≪意見等なし≫ 

 

特定施設入居者生活介護については、募集総数 50床の範囲内で、評価点数

の高い整備事業計画から順に採択することになっていましたので、評価点数

の順位を確認したいと思います。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

評価点数１位は 528.75点の有限会社はなまる、続いて２位は 520点の社会

福祉法人美郷会となっています。 

 

ただいま事務局から説明がありましたとおり、確認の結果、評価点数１位

は有限会社はなまる、２位は社会福祉法人美郷会となっています。 

１位のはなまるは５床、２位の美郷会は 50床を整備希望床数としていま

す。 

募集していましたのは、市内全域で 50床ですので、２位の美郷会は 50床

から１位のはなまるの５床を差し引いた 45床となりますが、いかがでしょう

か。 

≪意見等なし≫ 
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それでは、本審議会としましては、特定施設入居者生活介護の整備事業候

補者として、１位の有限会社はなまるに５床、２位の社会福祉法人美郷会に

は 45床付与すると、決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございます。 

 

続きまして、地域密着型特定施設入居者生活介護の提案に移りたいと思い

ます。 

第 11圏域で、医療法人松徳会の１提案のみですので、提案のあった事業計

画が、最低必要点の６割を超えているかどうか、得点の確認をすることにな

ります。 

このあと、法人経理の分野について、専門の今西委員にご説明いただきま

すが、まず、お手元の採点表と相違がないか確認をお願いします。 

 

≪各委員が評価項目ごとに評価点数を確認≫ 

 

それでは、法人経理の分野について、今西委員にご説明いただきたいと思

います。 

今西委員、よろしくお願いいたします。 

 

≪会計分野説明≫ 

 

今西委員、ありがとうございました。 

今西委員からのご説明及び本日のヒアリングを踏まえて、修正される項目

等はないでしょうか。 

 

≪各委員が評価項目ごとに評価点数を確認・修正≫ 

 

よろしいでしょうか。それでは、ここで、医療法人松徳会の事業提案の合

計点数を確認したいと思いますので、事務局より説明をお願いします。 

 

現在のところ、医療法人松徳会の提案は 320点となっています。 

満点が 720点、基準点がその６割の 432点となっており、最低必要点を 112

点下回っているという状況です。 

 

事務局から説明がありましたとおり、確認の結果、医療法人松徳会の提案

は 320点となっており、必要最低点を下回っています。 
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基準点に満たない場合は原則として選定しないこととしていますので、医

療法人松徳会の提案は採択できないということになりますが、いかがでしょ

うか。 

 

≪意見等なし≫ 

 

それでは、本審議会としましては、地域密着型特定施設入居者生活介護の

整備事業候補者について、医療法人松徳会の提案は不採択ということで、よ

ろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございます。 

それでは最後に、本日の内容をまとめておきたいと思います。 

みなさんに採点いただいた結果、特定施設入居者生活介護の整備事業候補

者として、有限会社はなまるに５床、社会福祉法人美郷会には 45床を付与。 

地域密着型特定施設入居者生活介護の整備事業候補者は、医療法人松徳会

の事業計画が、基準点を下回っているため、不採択。以上となりましたが、

よろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございます。 

それでは、本日の結果をもって答申書を作成していきたいと思います。 

答申書の作成については、私にご一任いただくということでご了承いただ

けますでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございます。 

それでは、事務局と答申にむけて調整していきますので、よろしくお願い

します。 

また、結果については、事務局を通じて皆様方にご報告したいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

次に、案件３「その他」に移りたいと思います。 

事務局より説明をお願いします。 

 

それでは、案件３ 「その他」について事務局よりご報告させていただきま

す。 
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今年度第１回審議会において、ご審議いただきました、「特別養護老人ホー

ムの事業譲渡に係る譲受法人の審査について」、その後の経過報告をさせてい

ただきます。 

≪事務局より報告≫ 

 

本件にかかる審議内容につきましては、枚方市情報公開条例第５条第３号

に規定する「法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人

等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該

当する非公開情報が含まれることから、本審議会会議録においては該当部分

を非公表とさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

≪異議なし≫ 

 

以上、事務局からのご報告とさせていただきます。 

 

ありがとうございました。本件について、ご意見ご質問はございませんか。 

 

≪意見等なし≫ 

 

これで本案件については終了いたします。事務局より他の案件や連絡事項

等がありましたら説明をお願いします。 

 

長時間にわたり、ご審議ありがとうございました。 

委員の皆様には、今回の選定における各事業者の提案に対する評価コメン

トの作成をお願いしたいと思います。いただきました評価コメントにつきま

しては、会長と事務局で取りまとめ、答申にあたっての審議会としての評価

コメントとさせていただきます。 

お手数ですが、お手元に配付しております記入シートにご記入の上、期間

が短く恐縮ですが、２月 14日（火）までにご返送いただければと思います。 

今後の予定ですが、答申に従いまして、市として整備事業候補者を決定し、

３月中に事業者に通知します。 

併せて、市ホームページにおいて公表し、市議会にも報告させていただく

予定となっております。 

公表につきましては、３月末頃を予定していますので、それまでは本件の

情報の取扱いにはご注意くださいますようお願いいたします。 

つきましては、「資料２」、「評価コメント用メモ」、「評価コメント記入用紙」

を除く資料はお席に置いたままにしていただき、お持ち帰りにならないよう、

よろしくお願いいたします。なお、お持ち帰りいただいた資料は、評価コメ

ントと共にご返送いただきますようお願いいたします。 
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次に、参考資料２「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第８期）に基づく介

護保険施設等の整備状況」をご覧いただけますでしょうか。 

本日の選定結果を踏まえた、今後の予定についてご報告いたします。 

まず、①地域密着型特別養護老人ホームについてですが、第６圏域におい

て社会福祉法人美郷会を整備事業候補者として決定しましたが、第１～５、

11、12圏域のいずれかで１か所、第６～10、13圏域のうち、残り１か所の整

備を行う事業者については、今年度に再募集をしましたが、申込みがなく、

未整備となっています。 

次に、②小規模多機能型居宅介護ですが、第６圏域において社会福祉法人

美郷会を整備事業候補者として決定しましたが、第１～５、11、12圏域のい

ずれかで１か所については、未整備となっています。 

続きまして、③看護小規模多機能型居宅介護は、第６～10、13圏域のいず

れかで１か所整備予定のところ、申込みがなく、未整備となっています。 

次に、④定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですが、第１～５、11、12圏

域のいずれかで１か所について、未整備となっています。 

続きまして、⑤認知症高齢者グループホームについては、第６圏域で 27床

の整備を行う事業者を社会福祉法人美郷会に決定し、計画に定めた整備床数

に達しました。 

続いて、裏面をご覧下さい。⑥特定施設入居者生活介護につきましては、

50床整備予定のところ、本日ご審議いただいた結果、有限会社はなまる５床、

社会福祉法人美郷会 45床の計 50床を選定いただきましたので、計画に定め

た整備数に達しました。 

最後に、⑦地域密着型特定施設入居者生活介護ですが、本日ご審議いただ

きました結果、不採択となりましたので、各圏域計２か所が未整備となって

います。 

以上、未整備となっているサービスにつきましては、来年度に再募集を行

うか検討いたします。 

再募集を行う場合は、改めて募集要項や選定基準についてご審議いただき

たいと思いますので、お忙しい中申し訳ありませんが、ご協力くださいます

ようお願いいたします。 

以上、第８期計画に基づく介護保険施設等の整備状況のご報告とさせてい

ただきます。 

 

それでは、最後に、健康福祉部長の林よりご挨拶を申し上げます。 

 

≪部長挨拶≫ 

 

それでは、これで令和４年度第２回介護保険施設等整備審議会を終了しま

す。おつかれさまでした。 

 


